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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブページに関連付けられているＨＴＭＬコードを受信するステップと、
　前記ウェブページにコンテンツを提供している一つ以上の第三者を識別するために前記
ＨＴＭＬコードを処理するステップと、
　個々に識別された第三者に対し、前記第三者がコンテンツを提供している１つ以上のウ
ェブページに前記第三者を関連付けるためのデータをストアするステップと、
　特定の第三者が、前記特定の第三者に関連しストアされているデータに従ってユーザー
の閲覧傾向を観測できる立場にあるか否か検出するステップと、
　前記検出するステップに応答し前記ユーザーが、前記特定の第三者からのコンテンツに
関して１つ以上の動作を前記ユーザーに実行させ得るユーザーインターフェース手段を出
力するステップと、を含む計算機実行方法。
【請求項２】
　前記検出するステップ及び出力するステップが、ウェブブラウザーによって実行される
ことを特徴とする請求項１記載の計算機実行方法。
【請求項３】
　前記ユーザーインターフェース手段が、ポップアップウィンドウを含むことを特徴とす
る請求項１記載の計算機実行方法。
【請求項４】
　前記ユーザーインターフェース手段が、前記コンテンツをブロックするか又は許可する
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か指定するための入力を前記ユーザーに提供できる１つ以上の選択可能なボタンを含むこ
とを特徴とする請求項１記載の計算機実行方法。
【請求項５】
　前記ユーザーインターフェース手段が、前記特定の第三者に関する付加的な情報を前記
ユーザーが取得できる選択可能なリンクを含むことを特徴とする請求項１記載の計算機実
行方法。
【請求項６】
　前記選択可能なリンクが選択されたとき、前記特定の第三者から前記付加情報を前記ユ
ーザーが取得できるように前記特定の第三者のウェブサイトへリダイレクトさせることを
特徴とする請求項５記載の計算機実行方法。
【請求項７】
　前記検出するステップが、異なるウェブページに前記特定の第三者が関連付けられるた
びに、前記特定の第三者に関連付けられているカウンターを増やすステップを含むことを
特徴とする請求項１記載の計算機実行方法。
【請求項８】
　更に、
　前記ユーザーインターフェース手段を介し前記ユーザーからの入力を受信するステップ
と、
　前記ユーザーからの前記入力に従って、前記特定の第三者からの前記コンテンツをブロ
ックするか又は許可するステップと、を含む請求項１記載の計算機実行方法。
【請求項９】
　ウェブページに関連付けられているＨＴＭＬコードを受信するステップと、
　前記ウェブページに含まれている第三者のコンテンツソースからのコンテンツを識別す
るために前記ＨＴＭＬコードを処理するステップと、
　前記第三者のコンテンツソースからのコンテンツが、アプリケーションによってナビゲ
ートされたウェブページにおいて遭遇した回数を計算するステップと、
　計算された回数に基づいて、前記第三者のコンテンツのソースが、前記アプリケーショ
ンの前記ユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にあるか否か確認するステップと、を含む
計算機実行方法。
【請求項１０】
　更に、前記確認するステップに応答し、検出された第三者のコンテンツソースの前記ユ
ーザーに通知するためのユーザーインターフェース手段を出力するステップを含む請求項
９記載の計算機実行方法。
【請求項１１】
　更に、
　前記計算された回数に基づいて、知覚された危険水準を第三者のコンテンツソースに割
り当てるステップと、
　前記検出された第三者のコンテンツソースの前記ユーザーに通知するための前記ユーザ
ーインターフェース手段出力を介し、前記知覚された危険水準を提示するステップと、を
含む請求項１０記載の計算機実行方法。
【請求項１２】
　前記ユーザーインターフェース手段が、前記アプリケーションのメニューバー内にメニ
ューバー項目形式で出現することを特徴とする請求項１０記載の計算機実行方法。
【請求項１３】
　更に、前記確認するステップに応答し、前記検出された第三者のコンテンツソースに関
する行動を前記ユーザーが実行できる複数の選択可能な部分を有するユーザーインターフ
ェース手段を出力するステップであって、前記複数の選択可能な部分が、
　前記第三者のコンテンツソースからのコンテンツをブロックするための選択可能なボタ
ンと、
　前記第三者のコンテンツソースからのコンテンツを許可するための選択可能なボタンと
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、を少なくとも含む請求項９記載の計算機実行方法。
【請求項１４】
　前記アプリケーションが、ウェブブラウザーであることを特徴とする請求項９記載の計
算機実行方法。
【請求項１５】
　前記確認するステップが、前記第三者のコンテンツソースからのコンテンツが遭遇した
前記計算された回数を、知覚された危険水準を示す１つ以上の閾値と比較するステップを
含むことを特徴とする請求項９記載の計算機実行方法。
【請求項１６】
　１つ以上の処理装置と、
　１つ以上の計算機可読記憶媒体と、
　前記１つ以上の計算機可読記憶媒体上に具体化された計算機可読命令であって、前記１
つ以上の処理装置によって実行されるとき、
　第三者のコンテンツソースが、ウェブブラウザーによってナビゲートされるウェブペー
ジに対するコンテンツを提供する回数を計算し、
　計算された回数に基づいて、前記第三者のコンテンツソースがユーザーの閲覧傾向を観
測できる立場にあるときを決定し、
　前記第三者のコンテンツソースが、前記ユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にあるこ
とを通信するための通知を出力するように、前記ウェブブラウザーを動作させるもの、を
含むシステム。
【請求項１７】
　前記ウェブブラウザーが、ポップアップウィンドウとして前記通知を出力することを特
徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ウェブブラウザーが、前記ウェブブラウザーのメニューバー項目として前記通知を
出力することを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項１９】
　前記出力される通知が、閲覧傾向を観測できる立場にあることを決定された前記第三者
のコンテンツソースをユーザーが許可、ブロック、又は無視できる複数の選択可能部分を
含むことを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ウェブブラウザーが、更に、
　第三者のコンテンツソースからの複数のコンテンツ項目とのウェブページにおける遭遇
を記述しているデータベースを維持し、前記データベースが、前記コンテンツ項目と遭遇
するウェブページと、前記コンテンツ項目それぞれのユニフォーム・リソース・インジケ
ーター（ＵＲＩ）とを一致させるためのデータをストアするように構成されているものと
、
　前記第三者のコンテンツソースがウェブページにコンテンツを提供する前記計算された
回数に達した前記コンテンツ項目のＵＲＩの類似性に関する少なくとも一部に基づいて、
前記データベース内のコンテンツ項目をマージするように動作することを特徴とする請求
項１６記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェブシステムに関し、具体的には、ウェブシステムのウェブページ利用時
のプライバシーリスク保護に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0001]ウェブページは、ユーザーにとって有用であり得、多くの異なるタイプのコンテ
ンツを含み得る。典型的なウェブページは、様々な固有のコンテンツ（例えば、ウェブペ
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ージの本来のプロバイダーからの直接的なコンテンツ）と、１つ以上の第三者のコンテン
ツソースからの第三者のコンテンツと、から構成され得る。例えば、ニュースウェブペー
ジは、ニュースプロバイダーからのニュース記事、リンク、及び画像などの固有コンテン
ツ、並びに様々な第三者のコンテンツソースから提供される広告、リンク、（スポーツチ
ッカー、気象トラッカーなどの）プラグインのような第三者のコンテンツなど、を含むよ
うに構成され得る。
【０００３】
　[0002]ニュースウェブページを見るためにブラウザーをナビゲートするユーザーは、ニ
ュースウェブページとの対話を意識する。しかしながら、ユーザーは、ニュースウェブペ
ージに関するコンテンツを提供している第三者のコンテンツソースとも生じる対話は意識
し得ない。その上更に、複数のウェブページを介しアクセスされる第三者のコンテンツソ
ースは、ユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にある。かくして、第三者のコンテンツソ
ースは、ユーザーにプライバシーリスクを提示し得る。しかし、第三者のコンテンツソー
スとの対話に関する知識がないユーザーは、ユーザーの閲覧傾向を観測し得るこれらの第
三者のコンテンツソースに対する行動を実行できる立場にない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、プライバシーリスクをもたらし得るウェブページに関する第三者のコ
ンテンツソースを検出するシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0003]この「課題を解決するための手段」は、「発明を実施するための形態」に更に後
述される概念のいくつかを簡易化した形式で紹介するために提供される。この「課題を解
決するための手段」は、請求対象項目の重要な機能も本質的な特徴も特定するように意図
されておらず、請求対象項目の範囲を限定するために利用されることも意図されていない
。
【０００６】
　[0004]様々な実施形態が、ユーザーにプライバシーリスクをもたらす第三者のコンテン
ツソースの検出を可能にする。少なくともいくつかの実施形態の中には、ブラウザーを介
しナビゲートされるウェブページが処理され得、ウェブページにコンテンツを提供してい
る第三者のコンテンツソースを識別する。第三者のコンテンツと遭遇するウェブページを
第三者のコンテンツソースに関連付けるデータがストアされる。データはその後、解析さ
れ、特定の第三者がユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にあるときを決定し得る。一例
において、同一のコンテンツ及び／又は第三者のコンテンツソースに関連付けられたウェ
ブページの数が、構成可能な閾値を超えたとき、プライバシーリスクが決定される。プラ
イバシーリスクの決定に応答し、潜在的な危険を伴うコンテンツをユーザーに知らせるた
めの通知が様々な方法で出力され得る。
【０００７】
　[0005]別の少なくともいくつかの実施形態の中には、ユーザーに自動的に提示される通
知が、ユーザーインターフェース手段を介し実行され得、潜在的な危険を伴う第三者のコ
ンテンツソースをユーザーに知らせ得るものもある。場合によっては、ユーザーインター
フェース手段が、ウェブページに関する危険を伴う第三者のコンテンツに遭遇したとき自
動的に提示される警告メッセージ形式であるものもある。更に、ユーザーインターフェー
ス手段が場合によっては、第三者のコンテンツソースからのコンテンツをブロックするか
又は許可するような様々な動作を実行するための選択可能な機能性にユーザーがアクセス
できる１つ以上の選択可能な部分を組み込み得るものもある。
【０００８】
　[0006]
　同様の特徴を参照するために同一の数字が図面内で使用されている。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】[0007]１つ以上の実施形態による本発明の原理が使用され得る動作環境を例示し
ている。
【図２】[0008]１つ以上の実施形態による方法のステップを説明する流れ図である。
【図３】[0009]１つ以上の実施形態による方法のステップを説明する流れ図である。
【図４】[0010]１つ以上の実施形態によるウェブブラウザーユーザーインターフェースを
例示している。
【図５】[0011]１つ以上の実施形態によるウェブブラウザーユーザーインターフェースを
例示している。
【図６】[0012]１つ以上の実施形態によるシステムブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　概要
　[0013]様々な実施形態は、ユーザーにプライバシーリスクをもたらす第三者のコンテン
ツソースの検出を可能にする。少なくともいくつかの実施形態の中には、ブラウザーを介
しナビゲートされるウェブページが処理され得、ウェブページにコンテンツを提供する第
三者のコンテンツソースを識別するものもある。第三者のコンテンツと遭遇するウェブペ
ージに第三者のコンテンツソースを関連付けるためのデータがストアされ得る。データは
、その後、解析され、特定の第三者がユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にあるときを
決定し得る。一例において、同一のコンテンツに関連付けられたウェブページ及び／又は
第三者のコンテンツソースの数が、構成可能な閾値を超えたとき、プライバシーリスクが
決定される。プライバシーリスクの決定に応答し、潜在的な危険を伴うコンテンツをユー
ザーに知らせるための通知が様々な方法によって出力され得る。
【００１１】
　[0014]別の少なくともいくつかの実施形態の中には、潜在的な危険を伴う第三者のコン
テンツソースをユーザーに知らせるための通知が、ユーザーに自動的に提示されるユーザ
ーインターフェース手段を介し、実行され得るものもある。ユーザーインターフェース手
段は、場合によっては、ウェブページの危険を伴う第三者のコンテンツが遭遇したときに
自動的に提示される通知メッセージ形式で常駐し得る。更に、ユーザーインターフェース
手段は、場合によっては、様々な第三者のコンテンツソースからのコンテンツをブロック
するか又は許可するような動作を実行するための機能性にユーザーがアクセスできる選択
可能な１つ以上の選択可能部を組み込み得る。
【００１２】
　[0015]次に続ける論述において、「動作環境」と題するセクションは、一環境を説明し
ているが様々な実施形態が使用され得る。これに続いて「プライバシーリスク検出例」と
題するセクションは、ウェブページの第三者のコンテンツが識別され得、プライバシーリ
スクが決定され得る実施形態を説明している。次に「リスク通知例」と題するセクション
は、ユーザーにとって潜在的な危険を伴う第三者のコンテンツをユーザーに知らせるため
の通知が出力され得る実施形態を説明している。最後に「システム例」と題するセクショ
ンが提供されていて、１つ以上の実施形態を実装するために使用され得るシステム例を説
明している。
【００１３】
　動作環境
　[0016]図１は（１００）において、１つ以上の実施形態に従った通常の動作環境を例示
している。環境（１００）は、１つ以上のプロセッサー（１０４）、１つ以上の計算機可
読媒体（１０６）、及び計算機可読媒体に常駐するプロセッサー（単数又は複数）によっ
て実行可能な１つ以上のアプリケーション（１０８）を有する計算装置（１０２）を含む
。アプリケーション（１０８）は、非限定の例として、リーダーアプリケーション、電子
メールアプリケーション、インスタントメッセージアプリケーション、及びその他の様々
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なアプリケーションのような適切な任意のタイプのアプリケーションを含み得る。
【００１４】
　[0017]計算装置（１０２）は、インターネットのようなネットワーク（１１２）を介し
、そこからコンテンツが受信され、そこへ送信される１つ以上のウェブサイト（１１４）
へナビゲートするための、計算装置（１０２）のユーザーが利用可能な機能性を提供する
ウェブブラウザー（１１０）形式のアプリケーション（１０８）を含む。ウェブブラウザ
ー（１１０）は、様々なユーザーインターフェース（１１６）を提供するように作動し得
、それを介しユーザーは１つ以上のウェブサイト（１１４）から利用可能なコンテンツと
対話し得る。
【００１５】
　[0018]ウェブサイト（１１４）は、本来のコンテンツソース及び第三者のコンテンツソ
ースを含み得る。本明細書に使用される本来のコンテンツソースは、ユーザーが肯定的及
び／又は意図的にナビゲートされるウェブサイト（１１４）に関連付けられたドメインか
らのコンテンツソースを参照する。本来のコンテンツソースは、ブラウザーがユーザーに
よって方向付けられるユニフォーム・リソース・インジケーター（ＵＲＩ）ドメインと緊
密な関係を有していて、及び／又はそのドメインプロバイダーと同一のプロバイダーを有
し得る。本明細書に使用されている第三者のコンテンツソースは、本来のコンテンツソー
ス以外のコンテンツソースである。言い換えると、第三者のコンテンツソースは、ブラウ
ザーがユーザーによって方向付けられたドメインの外部からのソースであって、通常、ド
メインのプロバイダーと異なるプロバイダーを有し得る。
【００１６】
　[0019]更に、ウェブブラウザー（１１０）は、前述及び後述したように作動するプライ
バシーモジュール（１１８）を含み得るか又はそうでなければ利用し得る。プライバシー
モジュール（１１８）は、１つ以上のウェブサイト（１１４）と対話するときにユーザー
に提供され得る様々なプライバシー機能を代表している。例えば、プライバシーモジュー
ル（１１８）は、ウェブサイト（１１４）から取得されるウェブページコンテンツを提供
している第三者のコンテンツソースの識別を可能にし得る。プライバシーモジュール（１
１８）は、第三者のコンテンツソースによって提示されるプライバシーリスクも決定し得
る。具体的には、プライバシーモジュール（１１８）は、第三者のコンテンツソースが計
算装置（１０２）のユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にあるときを決定するように作
動し得る。
【００１７】
　[0020]実施形態において、プライバシーモジュール（１１８）の機能性は、様々なサブ
モジュールを介し提供され得る。図１の例において、プライバシーモジュール（１１８）
は、ログ記録モジュール（１２０）及び検出モジュール（１２２）を含むように例示され
ている。ログ記録モジュール（１２０）は、ウェブページ内の第三者のコンテンツを識別
する機能性を代表している。ログ記録モジュール（１２０）は、ウェブサイト（１１４）
と関連するコンテンツとのウェブブラウザー（１１０）の対話を記述するデータを登録す
るか又はそうでなければ蓄積するためのデータベースも維持管理し得る。ログ記録モジュ
ール（１２０）を介し蓄積された様々なデータは、図１に例示したようなデータストア（
１２４）に維持管理され得る。
【００１８】
　[0021]検出モジュール（１２２）は、ログ記録モジュール（１２０）によって様々な方
法で蓄積されたデータを処理するために作動可能な機能性を代表している。この処理を介
し、検出モジュール（１２２）は、第三者のコンテンツソースとウェブブラウザー（１１
０）との対話を監視し、特定の第三者のコンテンツソースが潜在的なプライバシーリスク
をもたらすときを決定し得る。検出モジュール（１２２）は、更に、第三者のコンテンツ
が潜在的な危険を伴う決定に応答し、通知を出力させるように作動し得る。
【００１９】
　[0022]計算機可読媒体（１０６）は、非限定の例として、揮発性及び不揮発性メモリー
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及び／又は典型的に、計算装置に関連する記憶媒体すべての形式を含み得る。そのような
媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリー、ハードディスク、取り外し可能媒体など
を含み得る。特定の計算装置の一例が図６に示され、後述されている。
【００２０】
　[0023]計算装置（１０２）は、非限定の例として、デスクトップコンピューター、ポー
タブルコンピューター、携帯情報端末（ＰＤＡ）のような携帯型計算機、携帯電話など、
適切な任意の計算装置として具体化され得る。
【００２１】
　[0024]動作環境の例を考察してきたので、ここで今から第三者のコンテンツソースから
のコンテンツに関連するプライバシーリスクを検出し得る実施形態の論述を考えられたい
。
【００２２】
　プライバシーリスク検出例
　[0025]１つ以上の実施形態において、ウェブページ上に出現するコンテンツに関連する
第三者のコンテンツソースを識別する技法が使用され得る。前述したように、第三者のコ
ンテンツソースからのコンテンツと遭遇するウェブページに第三者のコンテンツソースを
関連付けるための様々なデータが蓄積され、ストアされ得る。第三者のコンテンツソース
とウェブページとを関連付けているデータが処理され、プライバシーリスクをもたらす、
それらの第三者のコンテンツソースを検出し得る。
【００２３】
　[0026]図２は、１つ以上の実施形態による方法のステップを説明している流れ図である
。本方法は、適切な任意のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はその組み
合わせと関連し実行され得る。少なくともいくつかの実施形態の中には、図１に前述した
ウェブブラウザー（１１０）のような適切に構成されたウェブブラウザーによる方法が実
行され得るものもある。
【００２４】
　[0027]ステップ（２００）が、ウェブページに関連付けられているＨＴＭＬコードを受
信する。このステップは、ウェブブラウザーが特定のウェブページへナビゲートしたとき
に実行され得る。ステップ（２０２）がＨＴＭＬコードを処理し、ステップ（２０４）が
第三者のコンテンツソースからのウェブページのコンテンツを識別する。このステップは
、適切な任意の方法で実行され得る。例えば、ウェブページに関連付けられているＨＴＭ
Ｌコードが、ユーザーが契約し得るウェブページに含まれているコンテンツを識別し得る
。これが実行され得る方法に関する一例は、ＨＴＭＬコードに埋め込まれているコンテン
ツのＨＴＭＬタグ、ＵＲＩ、及びその他適切な識別子を介することである。識別は、ＨＴ
ＭＬコードの処理がウェブページに包含するためのコンテンツをダウンロードするための
リクエストをもたらすときには常に、生じ得る。
【００２５】
　[0028]前述したように、ウェブページのコンテンツは、本来のコンテンツソース及び第
三者のコンテンツソース双方から提供され得る。かくして、ステップ（２０４）において
識別は、本来のコンテンツソースと第三者のコンテンツソースとの間の区別を含み得る。
１つ以上の実施形態において、リクエストしたコンテンツの経路と、コンテンツが現れる
ウェブページの経路との間の比較が実行され得、リクエストしたコンテンツのソースが、
同一ドメイン内にあるか否か、及び／又はウェブブラウザーが向けられた先のウェブペー
ジと同一のプロバイダーを有しているか否か、を決定し得る。ドメイン及び／又はプロバ
イダーが異なることが決定されたとき、リクエストされているコンテンツが、第三者のコ
ンテンツソースからのコンテンツとして識別され得る。
【００２６】
　[0029]１つ以上の第三者のコンテンツソースの識別に応答し、ステップ（２０６）が、
１つ以上の第三者のコンテンツソースをウェブサイトに関付けるためのデータをストアす
る。その後、ステップ（２０８）が、１つ以上の第三者のコンテンツソースとの対話を監
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【００２７】
　[0030]例えば、第三者のソースからのコンテンツの識別に基づいて図１のデータストア
（１２４）内のログなどのデータが、データベースにおいて蓄積され、ストアされ得る。
第三者コンテンツソースが最初、識別されたとき、第三者のコンテンツソースに関するレ
コードがデータベースに追加され得る。レコードが、第三者のコンテンツソースを第三者
のコンテンツソースからのコンテンツと遭遇するウェブサイトに関連付ける。その後、デ
ータベースのレコードは、ウェブブラウザーによって第三者のコンテンツソースと遭遇す
るたびに更新され得、ブラウザーがナビゲートされる先の別のおそらくウェブページの更
なる遭遇を反映する。
【００２８】
　[0031]１つ以上の実施形態において、データベースに維持保守されているレコードは、
第三者のコンテンツソースが異なるウェブサイト／ドメインと遭遇した回数に関するログ
を記録するか又はそうでなければトラッキングするように作動する。例えば、特定の第三
者のコンテンツソースに関するレコードは、特定の第三者のコンテンツソースが異なるウ
ェブサイト及び／又はドメインと遭遇するたびに増加され得るカウンターフィールドを含
む。第三者のコンテンツソースと遭遇した回数は、第三者のコンテンツソースがユーザー
にどのくらいのプライバシーリスクを提示するか決定する基盤であり得る。
【００２９】
　[0032]ウェブページにおいて遭遇する特定の第三者のコンテンツソースは、ウェブブラ
ウザー（１１０）を介し出力されるものとして考慮されたい。第三者のコンテンツソース
と遭遇したとき、プライバシーモジュール（１１８）などのウェブブラウザー（１１０）
は、第三者のコンテンツソースに関するレコードが存在するか否か決定するためにデータ
ストア（１２４）を参照し得る。レコードが既に存在していると仮定すると、ウェブブラ
ウザー（１１０）は更に、第三者のコンテンツソースが既にウェブページに関連付けられ
ているか否か決定するように作動する。第三者のコンテンツソースが既にウェブページと
関連付けられていないと仮定すると、ウェブブラウザー（１１０）はレコードを更新し得
、更なる遭遇を反映し得、第三者のコンテンツソースが異なるウェブサイト及び／又はド
メインと遭遇した回数を示し得るレコードに関連付けられているカウンターも増やし得る
。
【００３０】
　[0033]１つ以上の実施形態において、ウェブブラウザーは、第三者のコンテンツソース
と遭遇する回数に関する少なくとも一部に基づいて、第三者のコンテンツソースによって
提示されるリスクを決定する。今説明したように、カウンターを増やすことは、ウェブブ
ラウザーがその回数に達し得るやり方の一例である。例えば、コンテンツ項目「ｓｏｕｒ
ｃｅ１．ｘｙｚ．ｆｏｏ．ｊｓ」がサイトＡ及びサイトＢ双方で遭遇した場合、「ｓｏｕ
ｒｃｅ１．ｘｙｚ．ｆｏｏ．ｊｓ」のソースは、少なくともウェブブラウザーがサイトＡ
及びサイトＢを訪問したことを知る十分な情報を有している。ＩＰアドレス、ブラウザー
の設定、優先順位などの別の情報も第三者のソースとの対話を介し交換され得る。この例
において、カウンターの値は、「ｓｏｕｒｃｅ１．ｘｙｚ．ｆｏｏ．ｊｓ」が遭遇した異
なるサイト数に相当する「２」に設定される。
【００３１】
　[0034]１つ以上の実施形態において、ウェブブラウザーは、カウンターの値（例えば異
なるサイト数）を知覚された１つ以上の危険水準に関連付けるために使用され得る構成可
能な閾値を実装し得る。異なる危険水準に関連付けられる単一の閾値か又は複数の範囲の
値が使用される。非限定の例として、以下の表１は、知覚された危険水準を決定するため
に使用される異なる危険水準に関連付けられた複数範囲の値の一例を提供している。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　[0035]かくして、前述及び後述した方法によって、図１に前述したウェブブラウザー（
１１０）のような適切に構成されたウェブブラウザーが、第三者のコンテンツソースとの
対話を監視し、第三者のコンテンツソースに関連付けられているプライバシーリスクを決
定し得る。以下、図３の論述は、第三者のコンテンツソースに関連付けられているプライ
バシーリスクを決定するために使用され得る付加的な技法の例を提供している。
【００３４】
　[0036]図３は、１つ以上の実施形態に従った方法のステップを説明する流れ図である。
本方法は、適切な任意のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はその組み合
わせに関連し実行され得る。少なくともいくつかの実施形態の中には、本方法が前述した
図１のウェブブラウザー（１１０）のような適切に構成されたウェブブラウザーによって
実行され得るものもある。
【００３５】
　[0037]ステップ（３００）が、ウェブページにおいて遭遇した第三者のコンテンツソー
スを識別する。このステップは、適切な任意の方法によって実行され得る。このステップ
は、ウェブブラウザーが特定のウェブページのＨＴＭＬコードを処理し、１つ以上のコン
テンツソースからコンテンツをダウンロードするリクエストを生成するとき、実行され得
る。例えば、ウェブページに関連付けられているＨＴＭＬコードが、ウェブページに含ま
れるコンテンツを識別し得る。これが実行され得る方法の一例は、ＨＴＭＬタグ、ＵＲＩ
、及びＨＴＭＬコードに埋め込まれているコンテンツの別の適切な識別子を介することで
ある。少なくともいくつかの実施形態の中には、第三者のコンテンツの識別が、代替とし
てウェブページがレンダリングされた後に生じ得るものもある。この技法は、ウェブペー
ジをレンダリングし、性能損失に対応している間のリソース処理の消費を回避するために
使用され得る。
【００３６】
　[0038]ステップ（３０２）は、第三者のコンテンツソースにウェブページを関連付ける
ために維持保守されているデータベースを更新する。具体的には、図１のログ記録モジュ
ール（１２０）などを介しウェブブラウザーが、データベース内の第三者のコンテンツソ
ースに対応するレコードを更新し、第三者のコンテンツソースがウェブページと遭遇した
ことを反映し得る。第三者のコンテンツソースに関するレコードがまだ存在しない場合、
新しいレコードが生成され得る。
【００３７】
　[0039]その後、ステップ（３０４）がデータベースを解析し、第三者のコンテンツソー
スによってもたらされるプライバシーリスクを決定する。具体的には、ウェブブラウザー
が、図１の検出モジュール（１２２）などを介し様々な方法によってデータベースのデー
タを解析し得、第三者のコンテンツソースがユーザーの閲覧傾向を観測できる立場にある
か否か決定する。
【００３８】
　[0040]１つ以上の実施形態において、データベースの解析は、データベース中の同様項
目を１つにまとめることを含み得る。様々なロジックが適用され得、同様の項目を１つに
まとめ得る。項目を１つにまとめることは、異なるコンテンツ項目に関する経路データに
基づいて実行され得る。非限定の例として、経路データは、ＵＲＩ、ファイル名、クエリ
ー文字列、パラメーター、本来のドメイン名、及びその組み合わせを含み得る。２つのコ
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ンテンツ項目に関する経路データの比較が実行され得る。コンテンツ項目が十分類似して
いるとき、コンテンツ項目に関するデータが一緒に分類され得、プライバシーリスクを提
示している第三者のコンテンツソースか否か決定し得る。
【００３９】
　[0041]例えば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｒａｃｋｕ．ｃｏｍ／１２３４／ｆｏｏ．ｊ
ｓの経路を有する１つの第三者のコンテンツ項目と、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｒａｃｋ
ｕ．ｃｏｍ／５６７８／ｆｏｏ．ｊｓの経路を有する第２の第三者のコンテンツ項目と、
を考慮されたい。この例において、ドメイン「ｗｗｗ．ｔｒａｃｋｕ．ｃｏｍ」及びファ
イル名「ｆｏｏ．ｊｓ」は同一である。これらの類似性に基づいてデータベースを解析す
るために適用されるロジックが、２つの項目に関するデータを１つにまとめ得る。具体的
には、双方のコンテンツ項目が、同一の第三者のコンテンツソース、例えば、「ｗｗｗ．
ｔｒａｃｋｕ．ｃｏｍ」に関連付けられ得る。同様の項目を１つにまとめるための様々な
異なる技法及びアルゴリズムが想定される。
【００４０】
　[0042]１つ以上の実施形態において、データベース解析は、第三者のコンテンツソース
及び／又は項目と遭遇した回数を決定することも含み得る。回数を決定する一例は、既に
説明したように、第三者のコンテンツソースが異なるウェブサイト及び／又はドメインと
遭遇するたびに、カウンターフィールドを増やすことによるものである。通常、カウント
が多ければ多いほど、潜在するプライバシーリスクが高い。第三者のコンテンツソース及
び／又は項目と遭遇した回数に達する適切な様々なアルゴリズムが想定されている。非限
定の例として使用され得るリスク検出のアルゴリズムの一例が以下、表２に提供されてい
る。
【００４１】
　表２：リスク検出アルゴリズム例
　コンテンツを本来のウェブサイト「ｆ」に提供したとき、所与のデータベース「ｄ」、
本来のウェブサイト「ｆ」、及び第三者のコンテンツソース「ｔ」が識別され、データが
ペア（ｆ，ｔ）として「ｆ」と「ｄ」とを関連付ける「ｄ」にストアされ得る。
【００４２】

【表２】

【００４３】
　[0043]データベース解析に基づいてステップ（３０６）が、第三者のコンテンツソース
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がプライバシーリスクをもたらすか否か決定する。これが実行され得る方法に関する一例
は、前述した１つ以上の閾値を介することである。ステップ（３０６）において、十分な
プライバシーリスクが決定されなかったとき、ステップ（３０８）は、プライバシーリス
クを検出するウェブページ及び／又は第三者のソースを監視し続ける。例えば、更なるウ
ェブページがウェブブラウザーを介しレンダリングされたとき、前述及び後述した様々な
技法が使用され得、これらのウェブページにおいて遭遇した第三者のコンテンツソースか
らプライバシーリスクを検出し得る。
【００４４】
　[0044]ステップ（３０６）において、十分なプライバシーリスクが決定されると、ステ
ップ（３１０）がユーザーに知らせるプライバシーリスクの通知を出力する。第三者のコ
ンテンツソースによってもたらされるリスクをユーザーに知らせ得る適切な任意の通知が
使用され得る。１つ以上の実施形態において、潜在的な危険があることが決定された第三
者のコンテンツソースをユーザーに知らせるための通知が、ユーザーインターフェース手
段を介し実行され得、自動的にユーザーに提示される。少なくともいくつかの実施形態の
中には、ユーザーインターフェース手段が自動的に潜在的な危険を伴う第三者のコンテン
ツソースの検出に応答し出力されるポップアップウィンドウ又はダイアログボックス形式
で出力され得るものもある。別の実施形態において、ウェブブラウザーのメニューバー内
に出現し得るメニューバー項目形式の通知が出力され得る。出力され得る適切ないくつか
の通知例に関する更なる議論が「リスク通知例」と題するセクション以下において見出さ
れ得る。
【００４５】
　[0045]１つ以上の実施形態において、通知を出力するためのユーザーインターフェース
手段は、第三者のコンテンツソースに関する行動をユーザーが実行できる１つ以上の選択
可能な部分を含み得る。例えば、ポップアップウィンドウ又はダイアログボックス形式の
通知は、ユーザーによって選択できる１つ以上の選択可能なボタン又は適切な別のコント
ロールを含み得、第三者のコンテンツソースからのコンテンツをブロックするか及び／又
は許可するために作動可能な機能性にユーザーがアクセスできる。かくして、ユーザーは
、ユーザーインターフェース手段との対話を介し、潜在的な危険を伴う第三者のコンテン
ツソースに対する様々な動作を起動する入力を提供し得る。
【００４６】
　[0046]ステップ（３１２）が、潜在的な危険を伴う第三者のコンテンツソースの通知に
応答し、受信され得るユーザー入力を決定する。第三者のコンテンツソースを許可するた
めのユーザー入力が受信されたとき、ステップ（３１４）が、第三者のコンテンツソース
コンテンツを許可する。同様に、第三者のコンテンツソースブロックするためのユーザー
入力が受信されたとき、ステップ（３１６）が、第三者のコンテンツソースからのコンテ
ンツをブロックする。
【００４７】
　[0047]コンテンツの許可及びブロックグが生じ得る一方法は、ウェブブラウザーによっ
て許可され、ブロックされるコンテンツソースを記述している１つ以上のコントロールリ
ストを介するものである。特定の第三者のコンテンツソースがブロックされるか又は許可
されるか否か示すためのコントロールリストは、受信されるユーザー入力に基づいて更新
され得る。１つ以上の実施形態において、コントロールリストは、ユーザーの閲覧傾向に
従って、ユーザーによって投入され得る。したがって、いくつかの従来システムにおいて
使用されるときに、事前投入されるコントロールリストを生成し維持管理する時間及び費
用は、回避され得る。説明した実施形態に従ったコントロールリストは、図１に示したデ
ータストア（１２４）のようなデータベースに維持管理され得る。ウェブブラウザーは、
コンテンツをレンダリングするとき、コントロールリストを参照し利用し得、コントロー
ルリストに指定された許可及び／又はブロックされたコンテンツに従った動作をし得る。
【００４８】
　[0048]コンテンツを許可するか又はブロックするユーザー入力が上記の例に記載されて
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いるが、潜在的な危険を伴うものとして検出された第三者のコンテンツソースに関し別の
様々なユーザー入力及び対応する動作が使用され得ることが想定される。非限定の例とし
て、適切なユーザー入力を介し開始され得る別の動作の例は、第３のコンテンツに関する
詳細情報を取得することと、コンテンツに関するリマインダーを設定することと、推薦用
にソーシャルネットワークにアクセス及び／又は通知を無視する（例えばどんな更なる行
動を実行しない）ことと、を含み得る。
【００４９】
　[0049]潜在的な危険を伴う第三者のコンテンツの検出が生じ得る実施形態例を説明して
きたので、ここで今、潜在的な危険を伴う第三者のコンテンツソースの通知がユーザーへ
出力され得る別の実施形態を考慮されたい。具体的には、今から後述する実施形態におい
て、ユーザーインターフェース例が記載されていて、潜在的な危険を伴う第三者のコンテ
ンツソースの検出に応答し出力され得るリスク通知の読み手の利益に関する具体例を提供
する。
【００５０】
　リスク通知例
　[0050]既に論じたように、ウェブブラウザーは、閲覧傾向を観測できる立場にあり得る
第三者のコンテンツソース、例えば、潜在的な危険を伴う第三者のコンテンツソースを検
出するための様々な前述及び後述した技法を実装し得る。この検出に応答し、潜在的な危
険を伴う第三者のコンテンツソースをユーザーに知らせるための通知が出力され得、第三
者のコンテンツソースに関する行動をユーザーが実行できる。
【００５１】
　[0051]図４は、（４００）において、通常のウェブブラウザーのユーザーインターフェ
ースを例示していて、レンダリングされるウェブページ（４０２）が示されている。例示
したユーザーインターフェースは、１つ以上のウェブサイト（１１４）から利用可能なコ
ンテンツと様々なユーザー対話可能なように出力され得る図１のユーザーインターフェー
ス（１１６）の一例に過ぎない。既に論じたように、提示されたウェブページ（４０２）
は、本来のコンテンツソースと、１つ以上の第三者のコンテンツソースと、を含む様々な
ソースからのコンテンツを含み得る。例示した例において、「トップニュース」部分（４
０４）及び様々なリンク（４０６）は、ウェブブラウザーが方向付けられている先のウェ
ブページ（４０２）のプロバイダーなどの本来のコンテンツソースからのコンテンツを示
している。自動車の画像（４０８）、ゴルフ関連広告（４１０）、及び気象情報プラグイ
ン（４１２）は、１つ以上の第三者のコンテンツソースから取得されたウェブページ（４
０２）のコンテンツを示している。
【００５２】
　[0052]ウェブページ（４０２）をレンダリングするためのウェブブラウザーが、ウェブ
ページ（４０２）に関連付けられているＨＴＭＬコードを処理し得る。前述及び後述した
技法に従って適切に構成されているウェブブラウザーが、潜在的な危険を伴う第三者のコ
ンテンツソースを検出するように作動し得る。関連付けられているウェブページのＨＴＭ
Ｌコードの処理を介したそのような検出は、少なくとも一部において生じ得る。潜在的な
危険を伴うコンテンツの検出に応答し、ユーザーに知らせ潜在的な危険を伴うコンテンツ
に関する動作可能にするための通知が、出力され得る。
【００５３】
　[0053]図５を参照すると、図４のユーザーインターフェース（４００）及びウェブペー
ジ（４０２）が再び示されている。この例において、ウェブブラウザーが、プライバシー
リスクをもたらし得るウェブページ（４０２）のコンテンツを検出している。したがって
、潜在的なリスクをユーザーに知らせる通知が出力されている。
【００５４】
　[0054]この場合、通知の出力は、ユーザーインターフェース手段を介し提供され、ウェ
ブブラウザーを介し表示され得るように例示されている。そのような通知を提供するため
の適切な任意のユーザーインターフェース手段が、使用され得る。例示した例において、
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プライバシー警告を表示するためのポップアップウィンドウ（５０２）形式のユーザーイ
ンターフェース手段が存在する。より具体的にはプライバシー警告が、コンテンツ項目「
ｂａｎｎｅｒａｄ．ｐｓ」が潜在的な危険を伴うものとして検出されたことを示している
。この例において、項目「ｂａｎｎｅｒａｄ．ｐｓ」は、第三者のコンテンツソース、例
えば「ａｄｓｅｒｖｅｒ．ｃｏｍ」から取得されたゴルフ関連広告（４１０）に対応して
いる。通知の出力は、「ａｄｓｅｒｖｅｒ．ｃｏｍ」がユーザーが訪問した異なる複数の
ウェブサイトにおいて遭遇している、という決定に応答し発生している。例えば、プライ
バシー警告の例は、遭遇が「６」回あったことを示していて、危険水準「中」を割り当て
たことを示している。遭遇回数及び危険水準の割り当ての決定は、本明細書に記載したカ
ウンター及び構成可能な様々な閾値に従って、生じ得る。
【００５５】
　[0055]ポップアップウィンドウ（５０２）は、第三者のコンテンツソースに関する行動
をユーザーが実行できる様々な選択可能な部分の例を含むように示されている。具体的に
は、ポップアップウィンドウ（５０２）の例は、許可（Ａｌｌｏｗ）ボタン（５０４）、
ブロック（Ｂｌｏｃｋ）ボタン（５０６）、無視（Ｉｇｎｏｒｅ）ボタン（５０８）、及
び詳細リンク（Ｍｏｒｅ　Ｉｎｆｏ）（５１０）を含む。
【００５６】
　[0056]許可ボタン（５０４）上でクリックすることによってユーザーは、項目「ｂａｎ
ｎｅｒａｄ．ｐｓ」及び／又は「ａｄｓｅｒｖｅｒ．ｃｏｍ」が許可されたコンテンツと
して識別されることをもたらすための入力を提供し得る。これが生じ得る一方法は、許可
されたコンテンツコントロールリストにこれらの項目を追加することによる。同様に、ブ
ロックボタン（５０６）上でクリックすることによってユーザーは、項目「ｂａｎｎｅｒ
ａｄ．ｐｓ」及び／又は「ａｄｓｅｒｖｅｒ．ｃｏｍ」がブロックされるコンテンツとし
て識別されることをもたらすための入力を提供し得る。また一方、これは、ブロックコン
テンツコントロールリストにこれらの項目を追加することによって生じ得る。無視ボタン
（５０８）上でクリックすることによってユーザーは、通知の出力を無視するための入力
を提供し得る。この場合、ユーザーは、コンテンツが再び遭遇する別の時までコンテンツ
に対する決定を延期し得る。
【００５７】
　[0057]詳細リンク（５１０）は、検出された第三者のコンテンツソースに関しユーザー
に知らせ、その結果、第三者のコンテンツソースを許可するか又はブロックする否か決定
する際にユーザーを支援する、より多くの情報を取得し得るための機構を提供し得る。詳
細リンク（５１０）を選択することによってウェブブラウザーは、潜在的な危険を伴う第
三者のコンテンツソースに関する様々な情報ソースにリダイレクトされ得る。一例として
、ユーザーによる詳細リンク（５１０）の選択が、様々な第三者のコンテンツソースに関
する情報を収集し提供するサービスへウェブブラウザーをリダイレクトし得る。別の例に
おいて、ユーザーによる詳細リンク（５１０）の選択が、第三者のコンテンツソースに関
するユーザーコミュニティからの推薦を蓄積しているソーシャルコミュニティーサイトへ
ウェブブラウザーをリダイレクトし得る。
【００５８】
　[0058]更に別の例において、ユーザーによる詳細リンク（５１０）の選択が、第三者の
コンテンツソースによって提供されているウェブページへウェブブラウザーをリダイレク
トし得る。この例において、第三者のコンテンツソースは機能性を提供していて、それを
介し第三者のコンテンツソースは、それらがウェブページに提供しているコンテンツに関
する付加的な情報を提供し得る。これが生じる一方法は、第三者のコンテンツソースから
のコンテンツ、又は特定のフラグ、ＨＴＭＬタグ、付加情報が利用可能であることを示す
ためのその他の適切なデータと、を関連付けるＨＴＭＬコードを構成することによる。付
加的な情報へのウェブブラウザーのリダイレクションをもたらすための経路の名前もコン
テンツに関するＨＴＭＬコード内に埋め込まれ得る。ウェブブラウザーは、特定のフラグ
、ＨＴＭＬタグ、又は利用可能な付加的な情報を示すその他の適切なデータを認識し得る
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。ウェブブラウザーは、その後、第三者のコンテンツソースによって指定される経路の名
前へウェブブラウザーをリダイレクトするための詳細リンク（５１０）を構築し得る。こ
の様にして第三者のコンテンツソースは、ユーザーが第三者のコンテンツソースによって
提供されるコンテンツ、第三者のコンテンツソースによって収集される情報、第三者のソ
ースによって収集される情報がどのように使用されているかなど、より理解する際の支援
をし得る。この情報に関する少なくとも一部に基づいてユーザーは、潜在的なリスクとし
て検出されているコンテンツ又はコンテンツソースをブロックするか又は許可するかに関
する詳細な情報を得た上で決断を下し得る。
【００５９】
　[0059]図５は、リスク通知を提供するための適切な別のユーザーインターフェース手段
の代替例として、メニューバー項目（５１２）も示している。メニューバー項目（５１２
）が、潜在的な危険を伴う１つ以上の第三者のコンテンツソースの検出に応答し、ウェブ
ブラウザーのメニューバー内に自動的に出現し得る。メニューバー項目（５１２）が、ポ
ップアップウィンドウ（５０２）のような別のユーザーインターフェース手段に加えるか
又はその代わりに出現し得る。メニューバー項目（５１２）は、ドロップダウンボックス
機能を含み得、それを用いてユーザーは対話し得、検出されたリスクに関する情報を取得
し得る。例えば、メニューバー項目（５１２）とのユーザーの対話が、ポップアップウィ
ンドウ（５０２）に提示されているような、例示した情報及びコントロールと同様のプラ
イバシー警告表示をドロップダウンボックス内にもたらし得る。
【００６０】
　[0060]ポップアップウィンドウ（５０２）及びメニューバー項目（５１２）の例が論述
されているが、様々な別のリスク通知が実行され得るユーザーインターフェース手段も想
定される。非限定の例として、ウェブブラウザーのタブ、ウェブブラウザー情報のウィン
ドウ枠、ツールバー若しくはサイドバーに出現するオペレーティングシステムメッセージ
、及び／又はウェブページ内で遭遇するコンテンツに関連したリスク通知を提示するため
の適切な別の任意のユーザーインターフェース手段を介し、リスク通知が実行され得る。
インスタントメッセージ又は電子メールのような別の通信タイプによっても通知は実行さ
れ得る。１つ以上の実施形態において、ユーザーは、潜在的な危険を伴う第三者のコンテ
ンツソースの検出に応答し、所望する１つ以上のタイプの通知を選択し得、受信し得る。
【００６１】
　[0061]プライバシーリスクをもたらし得る第三者のコンテンツソースを検出するための
技法が使用される、様々な実施形態を説明してきたので、ここで今から前述した実施形態
を実装するために利用され得るシステム例を考察されたい。
【００６２】
　システム例
　[0062]図６は、前述した様々な実施形態を実装し得る計算装置（６００）の例を示して
いる。計算装置（６００）は、例えば、図１の計算装置（１０２）か又はその他の任意の
適切な計算装置であり得る。
【００６３】
　[0063]計算装置（６００）は、１つ以上のプロセッサー若しくは処理ユニット（６０２
）、１つ以上のメモリー及び／又はストレージコンポーネント（６０４）、１つ以上の入
力／出力（Ｉ／Ｏ）装置（６０６）、並びに様々なコンポーネント及び機器が相互に通信
可能なバス（６０８）、を含む。バス（６０８）は、メモリーバス、又はメモリーコント
ローラー、周辺機器用バス、アクセラレイティッドグラフィックスポート、及び様々な任
意のバスアーキテクチャを利用したプロセッサーバス又はローカルバス、を含むいくつか
のバス構造タイプのうち１つ以上のどれかを示している。バス（６０８）は、有線及び／
又は無線バスを含み得る。
【００６４】
　[0064]メモリー／ストレージコンポーネント（６０４）は、１つ以上の計算機記憶媒体
を表す。コンポーネント（６０４）は、（ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）のような
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）揮発性媒体及び／又は（読み出し専用メモリー（ＲＯＭ）、フラッシュメモリー、光学
式ディスク、磁気ディスクなどのような）不揮発性媒体を含み得る。コンポーネント（６
０４）は、（例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、固定型ハードドライブなどの）固定型媒体及び（例
えばフラッシュメモリードライブ、取り外し可能ハードドライブ、光学式ディスクなどの
）取り外し可能媒体を含み得る。
【００６５】
　[0065]１つ以上の入力／出力装置（６０６）は、ユーザーが計算装置（６００）にコマ
ンド及び情報を入力可能にして、情報がユーザー、及び／又はその他のコンポーネント又
は機器に提示され得るようにする。入力装置の例は、キーボード、カーソル制御装置（例
えばマウス）、マイクロフォン、スキャナーなどを含む。出力機器の例は、表示装置（例
えば、モニター又はプロジェクター）、スピーカー、プリンター、ネットワークカードな
どを含む。
【００６６】
　[0066]様々な技法は、ソフトウェア又はプログラムモジュールに関する一般的な文脈で
本明細書に記述され得る。通常、ソフトウェアは、特定のタスクを実行するか又は特定の
抽象データタイプを実装しているルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント
、データ構造などを含む。これらのモジュール及び技法の実装は、いくつかの計算機可読
媒体形式を介しストアされ得るか又は送信され得る。計算機可読媒体は、計算装置によっ
てアクセスされ得る利用可能な任意の単一の媒体又は複数の媒体であり得る。非限定の例
として、計算機可読媒体は、「計算機記憶媒体」を含み得る。
【００６７】
　[0067]計算機記憶媒体は、計算機読込可能命令、データ構造、プログラムモジュール、
又はその他のデータのような情報の記憶に関する任意の方法若しくは技術によって実装さ
れる揮発性媒体及び不揮発性媒体、並びに取り外し可能媒体及び媒体取り外し不可能媒体
を含む。計算機記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリー、若し
くはその他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、若しく
はその他の光学式記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、若しく
はその他の磁気記憶装置、又は所望した情報をストアするために利用され得、計算機によ
ってアクセスされ得るその他任意の媒体、を含むがこれらに限定しない。
【００６８】
　結論
　[0068]プライバシーリスクをもたらし得るウェブページに関する第三者のコンテンツソ
ースを検出可能にする様々な実施形態を本明細書に記述している。
【００６９】
　[0069]対象項目が構造的な機能及び／又は方法論的な動作に対し特定の言語で記載され
ているが、添付した請求項に定義した対象項目が、記載した特定の機能又はステップに必
ずしも限定されるわけではないことを理解されよう。もっと具体的に言うと、特定の機能
及びステップは、本請求対象項目の実装形式の例として開示されている。
【符号の説明】
【００７０】
　１００　動作環境
　１０２　計算装置
　１０４　プロセッサー
　１０６　計算機可読媒体
　１０８　アプリケーション
　１１０　ウェブブラウザー
　１１２　ネットワーク
　１１４　ウェブサイト
　１１６　ユーザーインターフェース
　１１８　プライバシーモジュール
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　１２０　ログ記録モジュール
　１２２　検出モジュール
　１２４　データストア
　４００　ユーザーインターフェース
　４０２　ウェブページ
　４０４　「トップニュース」部分
　４０６　リンク
　４０８　自動車の画像
　４１０　ゴルフ関連広告
　４１２　気象情報プラグイン
　５０２　ポップアップウィンドウ
　５０４　許可ボタン
　５０６　ブロックボタン
　５０８　無視ボタン
　５１０　詳細リンク
　５１２　メニューバー項目
　６００　計算装置
　６０２　処理ユニット
　６０４　メモリー／ストレージ
　６０６　入力／出力装置
　６０８　バス

【図１】 【図２】
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